
三田市まなびと交流・共創施設
説明会

令和８年４月２１日（火）

三田市総合政策部公民連携推進課



1.三田市の概要

• 面積 210.32km2（県下14番目）

• 人口 105,456人（令和8年1月末）
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画像：さんだうぇるかむサイト
https://sanda-portal.com/index.html



1.三田市の概要

• 三田駅周辺は交通網の結節点
• JR三田駅（宝塚・大阪方面）

• 神戸電鉄三田駅（神戸方面）

• 神姫バス（23路線）

• 幹線交通間の接続や広域バス
路線への接続機能を有し、市
内の中心部や市内外へのス
ムーズな乗り換えを行う交通
拠点です。また、商業や文化、
行政等の都市機能が集積し、
市内外からの来訪が期待され
る地域です。
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令和5年三田市地域公共交通計画



1.三田市の概要
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画像：さんだうぇるかむサイト
https://sanda-portal.com/cgi-bin/recruit.php/3/list/



2.三田市の課題と展望
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S57年 フラワータウンまちびらき
S62年 ウッディタウンまちびらき
H4年 カルチャータウンまちびらき
H23年 総人口ピーク11万5,000人

人口増加率全国1位
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2.三田市の課題と展望
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若者世代（流出傾向）

（高齢化率）※三田市は2月1日基
準
R4年 27.5％（全国28.8％）
R5年 28.4％（全国29.1％）
R6年 29.6％（全国29.3％）
R7年 30.6％（全国29.4％）



2.三田市の課題と展望

• 合計特殊出生率の推移 • 男女未婚率（R2）
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※令和2年国勢調査より
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2.三田市の課題と展望
• 子育て世代の人口減少等に伴い、少子化が進行していること。

• 進学や就職を契機とした若者（20歳代）の転出が多いこと。

• ＩＴ技術の進展やビジネスモデルの転換などによりスキルアップやリスキリングのニー
ズが高まっていること。

• 出産や育児を契機としたキャリアの中断や、女性の非正規就業率の高さが懸念されるこ
と。

• 本市においては、子どもから若者までを対象とした学びの支援に関するソフト事業が充
実していること。

• 市内にまちづくり協働センター、CORELAB SANDA、関学インキュベーション施設や市民セ
ンターなど地域活動や起業・創業を支援する拠点が整備されており、その拠点での活動
につながる仕掛けが求められること。

• 中心市街地に位置することから、再開発により三田駅周辺及び市全体の活性化が期待さ
れること。
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2.三田市の課題と展望
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2.三田市の課題と展望

• 三田市まなびと交流・共創施設【整備方針】
1. 子育て世代をはじめとした全ての世代へ、スキルアップやリスキリング等

の生涯にわたる学びと、子育てと自己実現の両立を支援する施設とするこ
と。

2. 利用者同士の世代や業種を超えた交流が促進され、人と人のつながりを強
化する施設とすること。

3. 起業・創業や地域活動の活性化を促進する施設とすること。
4. 高等教育機関や地域団体との連携により創造的な活動を支援し、三田の担

い手となる人材を育成する施設とすること。
5. 子ども・若者の学びや成長を促進する市の事業を支援する施設とすること。
6. 地域活動や起業・創業を支援する関連施設とのネットワークの入り口とな

り、切れ目のない連携が可能な施設とすること。
7. 三田駅周辺の賑わいを創出し、三田駅周辺地区の活性化を牽引する施設と

すること。
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2.三田市の課題と展望

11

 ゼロから１（無意識から意
識、行動へ）行動変容を誘発
する。

 地域での記憶に残る体験や人
とのつながりを生み出し、三
田市への郷土愛を育てる。



3.三田駅前Ｃブロック地区概要

• 三田駅前Aブロック地区：三田駅前一番館
（6階建て、まちづくり協働センターを含
む31店舗）、駐車場、ペデストリアン
デッキ、等（平成18年工事完了）

• 三田駅前Bブロック地区：住宅（106戸、
141戸）・店舗棟、保育園、高齢者支援施
設棟（平成29年工事完了）

• 三田駅前Dブロック地区：店舗、駐車場、
ホテル（平成14年工事完了）

• 三田駅前Cブロック地区：本施設が
入る地区で、駅前再開発の集大成
となります
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3.三田駅前Ｃブロック地区概要

• 整備スケジュール（R8年度以降は予定）
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Cブロック地区全体 まなびと交流・共創施設

運営 設計・工事

R6年度 9月 施設建築物工事着工 運営要件・設計要件整理

R7年度 運営仕様書作成 実施設計

R8年度 指定管理者の公募・決定
開館事前準備業務（10月～）

施設内装工事

R9年度 5月 住宅棟1期・商業棟竣工
2月 住宅棟2期竣工

6月 施設オープン



3.三田駅前Ｃブロック地区概要
コンセプトは「光が集まり、心躍る場所」。

縦に伸びる黄色のラインは、キッピーテラスを明るく照らす、降り注ぐ
光をイメージ。

この場所が光輝き、人々が集まり、ふと心が弾むような場となるよう願
いを込めた。

円をベースに構築したタイポグラフィは、にぎわいが各所に波紋のよう
に広がっていく様子を表現。

デザイン全体にリズムと高揚感を感じられるように仕上げた。

14



3.三田駅前Ｃブロック地区概要

• 商業棟の構成
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3.三田駅前Ｃブロック地区概要

• 商業棟の構成
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3.三田駅前Ｃブロック地区概要
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3.三田駅前Ｃブロック地区概要
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4.三田市まなびと交流・共創施設
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本施設
（商業棟4階）

マンション540戸

商業棟

三田駅方面

本施設
706㎡



4.三田市まなびと交流・共創施設
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※一部、仕
様を変更す
る部分があ
ります。



4.三田市まなびと交流・共創施設
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4.三田市まなびと交流・共創施設
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4.三田市まなびと交流・共創施設

23

※一部、仕
様を変更す
る部分があ
ります。



4.三田市まなびと交流・共創施設
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• まなびと交流・共創施設条例（令和7年12月公布）※抜粋
第１条 市民一人一人の成長につながる多様な学びを支援するとともに、世代や属性
を超えた交流を促進する場と機会を提供し、新たな価値をもった取組の創出や市民の
自己実現を図る等により、地域社会の活性化に資するため、三田市まなびと交流・共
創施設（以下「共創施設」という。）を設置する。
第３条 共創施設は、第１条の設置目的を達成するため、次の各号に掲げる業務を行
う。
(1)職業能力の開発及び向上等の生涯にわたる学びの支援に関すること。
(2)世代又は属性を超えた交流の推進に関すること。
(3)起業、創業及び地域活動に対する意識の高まりに関すること。
(4)事業者及び高等教育機関等との連携並びに地域情報の提供等による活動支援に関す
ること。
(5)三田駅周辺を起点とした地域社会の活性化に関すること。
(6)前各号に掲げるもののほか、第１条の設置目的を達成するために必要な業務に関す
ること。



4.三田市まなびと交流・共創施設
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• まなびと交流・共創施設条例（令和7年12月公布）※抜粋
第５条 共創施設を使用できる時間は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1)土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定
する休日 午前９時から午後６時まで

(2)前号に掲げる日以外の日 午前９時から午後９時まで

第６条 休所日は、１２月２９日から翌年１月３日までとする。ただし、市長が必要
があると認めるときは、休所日を変更し、又は臨時に休所日を設けることができる。

備考
１ 使用者（市内に在住する者を除く。）が営利
を目的として会議室を使用するときは、使用料の
１０割に相当する額を加算する。
２ １月の単位で使用の承認を受けた者が月の中
途から使用を開始し、又は終了する場合の当該月
の使用料の額は、日割りによって計算して得た額
とする。



4.三田市まなびと交流・共創施設

• カフェについて
備品等の仕様

• 幅約4m×高さ約90cmのカフェカウ
ンター（シンク2箇所）を内装工事
で設置。

業務内容
• 自主事業の取り扱いとする。
• 外部事業者への委託も可能。
• カフェスペース運営業務によって
得られた収入は指定管理者の収入
とする。

• 行政財産目的外使用許可の対象と
なり、その使用料は指定管理者の
負担とする。

• 施設利用のきっかけになり、共創
事業へつながるような活用方法の
ご提案をお願いしたい。
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4.三田市まなびと交流・共創施設

• カフェについて
営業許可

• 物販の場合は営業許可が不要だが、
その場で飲み物や軽食を提供する
場合は営業許可が必要。※カウン
ター壁上部はアクリル板等の不浸
透性材料で立ち上げ、天井上部は
穴がないよう塞いで埃が入らない
仕様としている。シンクには混合
水栓あり。
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4.三田市まなびと交流・共創施設

• キッチンについて
備品等の仕様

• 幅約5m×高さ約95cmのテーブルで
シンク1つ、IHコンロあり。

営業許可
• KITCHENについて。ガストロノ
ミー（食文化の研究）や料理教室
では営業許可は不要。講師が調理
し生徒が試食する形態の場合は許
可が必要だが、壁や床が営業許可
を取れる仕様になっていない。
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4.三田市まなびと交流・共創施設

• 行政財産使用料について
• 行政財産の目的外使用とは、行政財産を本来の目的以外で、その用途
や目的を妨げない範囲で使用させること。

• 三田市行政財産使用料条例に基づき、使用面積あたりの月額を決定す
る。

• カフェスペースは約10㎡。

• R7年度の公有財産取得時の価格（建物・土地）をもとに概算額を計算
すると、10㎡で約80万円／年となりますが、実際に指定管理期間が始
まるR9年度にその時点での路線価等から正確な金額を計算することと
なりますので、あくまで参考としてご理解ください。
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4.三田市まなびと交流・共創施設

• 料金体系の提案について（要求水準書p17、別紙3）
• 料金プランや項目ごとの利用料金額について、指定管理者のノウハウ
に基づき決定したいと考えている。

• 条例で定める額の範囲内でご提案をお願いします。

＜市が重視する事項＞※表はあくまで例示です。

1. 子育て世代や、これから起業・創業を目指す人々の利用を促進すること。

2. 月額利用登録による定期的な共創施設の利用を促進し、地域の賑わい創出につなげ
ること。
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4.三田市まなびと交流・共創施設

• 人員配置について（要求水準書p5）
• 本事業を統括する統括責任者を 1 名、共創施設を運営するコミュニティマネー
ジャー1 名以上を配置し、利用者からの相談等に対応できる体制をとること。共創
施設の開館時間中は責任をもって対応できる職員 2 名以上を常駐させること。

• 統括責任者：共創施設の運営を総括し、共創施設の適正な管理、プログラムの円滑
な実施等業務全般の管理を行うとともに、対外的に共創施設を代表し、市との調整
を行う。

• コミュニティマネージャー：「4 設置目的・管理運営方針(2)共創施設の管理運営方
針」ア～キに沿った共創施設の運営を担う。専ら利用者の相談への対応やサポート
等、高等教育機関・事業者・地域団体・関係機関等との連携を担い、共創施設利用
者の学びや交流のきっかけを創出し、利用者の様々な相談に応じる。

• コミュニティマネージャーについては令和 9 年 1 月末までに指名することとし、
決定後速やかに市と協議すること。配置にあたり資格等は要件としないが、共創施
設を設置する背景や市の課題を理解し、関係機関との調整や利用者のサポートを円
滑に、また主体的に行える人材を選出すること。

• 統括責任者もしくはコミュニティマネージャーとなる予定の者が決まっている場合
は、その者がプレゼンテーション・ヒアリング審査に出席してください。
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5.指定管理者 募集概要

• 指定管理者制度と業務委託の違い

32

指定管理者制度 業務委託

受託主体 法人その他の団体（個人は不
可）

限定はない

施設の管理権限 指定管理者が有する 地方公共団体が有する

施設の使用許可 指定管理者が行うことができる 受託者はできない

利用条件の設定 条例で定める 受託者はできない

行政財産の目的外使用許可 指定管理者はできない 受託者はできない

利用料金制度 採用できる 採用できない



5.指定管理者 募集概要
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日程 内容

令和８年４月１０日（金） 実施公告

令和８年４月２１日（火） 説明会

令和８年５月１１日（月） 質疑提出期限

令和８年５月１８日（月） 質疑回答期日

令和８年６月１９日（金） 申請書類の提出期限

令和８年７月上旬～中旬
＊候補日は７月６日（月）

プレゼンテーション・ヒアリング審査

令和８年７月下旬 選定結果の通知

令和８年９月 指定管理者の指定



5.指定管理者 募集概要

• 今後のスケジュール

34

R8.
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2 3 4 5 6

内装工事

指定管理者の
募集

供用開始前準
備業務

指定管理業務

プレゼンテーション・ヒアリング審査

指定管理者の指定（議会の議決）

市民ワークショップの実施、R9年度プログラム策定、
広報業務、利用者登録の予約受付、等

オープニングイベント
（予定）


